
地域における子育て支援サービス（1）  

■ 市町村における児童家庭相談   

平成17年度より、住民により身近な市町村において、児童家庭相談及び  児童虐待通告の受理を行うことが児童福祉法上位置づけられ，相談・支援   
や通告の受理を行っています。   

■ 市町村における母子保健相談援助（保健センター等）   
子どもの健康や発達についての地域における相談窓口で、保健師等の   
保健指導や必要に応じ医療機関への紹介を行います。また、乳幼児健康   
診査や、予防接種も実施しています。  
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こおいて身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健手帳の  
尭行：市町村lこおし1て各種在宅サービスの相談・申請を行っています。   

■ 民生委員・児童委員   
地域の子どもや妊産婦の健康状態、生活状態を把握し、相談を受けると   
ともに、必要な支援を受けられるように関係機関との連絡調整を行なって   
います。   
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地域における子育て支援サービス（2）  

■ 地域子育て支援拠点事業   
①ひろば型 常設のひろばを開設し、子育て家庭の親と子どもが気軽に集い、  

相互に交流を図る場を提供するもの   
②センター型子育て全般に関する専門的な支援拠点   
③児童館型 児童館、児童センターで親子の交流やつどいの場を提供するもの   

■ ファミリー・サポートセンター事業   

市町村がファミリー・サポートセンター（地域において子どもの預かり等の   

援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会員組織）を設立して、   
その会員による相互援助活動に対する支援を行うもの   

■ 子育て短期支援事業   

①短期入所生活援助（ショートステイ）事業  

保護者が疾病、疲労・育児不安等の身体・精神的な事由、出産・看護等家庭  
養育上の事由、冠婚葬祭等の社会的な事由、経済的問題等で緊急一時的に  
母子保護を必要とする場合に、原則7日以内で保護を行うもの   

②夜間養護（トワイライト）事業  
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭  
において児童を養育することが困難な場合に児童福祉施設等で保護し、生活  
指導や食事の提供等を行うもの  

地域における子育て支援サービス（3）  

暮乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）  

乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、  

その居宅において様々な悩みを聞き、子育て支援に関する必要な  
情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサー  
ビス提供に結びつけることにより、子どもの健やかな育成を図るもの   

■養育支援訪問事業  

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師■保育士  
等がその居宅を訪問し、養育に関する指導一助言を行うことにより、   
当該家庭の適切な養育の実施を確保するもの  
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グループディスカッションの流れ（例）  
① 主催者（事務局又はコーディネーター）より研修の目的と流れについて説明  

② 先輩里親の体験談（里親志望動機、受託の経緯、体験）  

③グループディスカッション   

※ 参加者の人数により、話しやすい人数にグループ分けを行います。   

※ 事務局スタッフ、里親、児童相談所職員、里親支援機関職員等がグループでの  
進行を行います。   

1）参加者自己紹介（里親志望動機、どんな里親になりたいか等も含めて）   

2）参加者から先輩里親への質問（体験談について、不安なこと、気になっている  

こと）   

・テーマを設定し、ディスカッション  

※テーマ例：「社会的養護における里親に求められる役割」  

「子どもを迎えるにあたっての心構え」  
「子どもとの愛着関係について」  
「委託後によくみられる子どもの行動と対応方法について」  
など  

④まとめ  

主催者（事務局又はコーディネーター）よりディスカッションで話し合われた内容に   

ついて要約し、里親に必要な知識やノウハウについてのポイントを説明します。  
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実習の内容（施設見学を中心に）  

（実習の流れの例）  

・施設職員による施設の概要説明  

・施設見学   

※ 動きやすい服装で参加しましょう。   

※ 見学中心ですが、可能であれば、おやつの時間など、子どもたちと  
交流ができる時間を確保するなどの工夫を行います。  
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認定前研修カリキュラム  

①里親制度の基礎Ⅱ  

②里親養育の基本  

③子どもの心  

④子どもの身体  

⑤関係機関との連携  

⑥里親養育上の様々な課題  

⑦子どもの権利擁護と事故防止  

⑧里親会活動  

⑨先輩里親の体験談・グループ討議  

⑩実習  

（里親養育論）  

（里親養育論）  

（発達心理学）  

（小児医学）  

（里親養育援助技術）  

（里親養育援助技術）  

（里親養育援助技術）  

（里親養育援助技術）  

（里親養育演習）  

（養育実習）  
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里親が行う養育に関する最低基準（1）  

第1条 この省令の趣旨  

第2条 最低基準の向上  

第3条最低基準と里親  

第4条 養育の一般原則  

第5条児童を平等に養育する原則  

第6条 虐待等の禁止  

第6条の2 懲戒に係る権限の濫用禁止  

第7条 教育  

第8条健康管理等  

第9条 衛生管理  

第10条 自立支援計画の遵守  

※省令本文を配布の上説明のこと  

里親が行う養育に関する最低基準（2）  

第11条 秘密保持  

第12条 記録の整備  

第13条 苦情等への対応  

第14条 都道府県知事への報告  

第15条 関係機関との連携  

第16条 養育する委託児童の年齢  

第17条養育する委託児童の人数の限度  

第18条委託児童を養育する機関の限度  

第19条 再委託の制限  

第20条 家庭環境の調整への協力  

※平成21年4月1日以降の改正を踏まえたもの現時点の案  
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受託から措置解除までの流れ（1）  

↓ 受託までの流れ  

①マッチング   ・児童相談所が里親委託が適当であると判断した子どもについて、  
子どもの状態や背景、年齢、必要な委託期間等を考慮し、子ども  

にとって適切な里親との組み合わせを検討します。  
・里親については、年齢、受託経験、実子・受託児童の有無、実子・  
受託児童の性別、年齢等、家族状況等を考慮します。   

②委託についての打診  ・児童相談所は、子どもにとって適切であると判断した里親に、委託   

（依頼）   について打診（依頼）し、意向の確認をします。   

ーさ面会   ・子どもとの面会を行い、里親と子どもがお互いに関係が持てるか   

（初回）   どうかについての確認をします。   

ー㊨受託についての   ・受託するかどうかについて、里親自身の意志に加え、家族の同意、   
意志決定   体調や家庭内の状況を踏まえ、決定します。   

⑤交流   ・受託に向けて、子どもとの関係づくりを行うために、施設等での   
（面会、外出、外泊）  「面会」→施設等からの「外出」→里親宅への「外泊」と関係の  

状況に応じ段階的に交流をすすめていきます。   

⑥正式に受託   ・交流を通じ、里親、子ども両方の意向や関係の状況から判断し、  
児童相談所の正式な里親委託決定にもとづき、受託します。   
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受託から措置解除までの流れ（2）  

も 受託後の流れ  

一 時 保護  里親委託中に何らかの理由で急に養育ができなくなった場合等に、  
児童相談所の判断により「一時保護」を行うことがあります。  

（理由）  

里親の家庭の事情、子どもの家庭の事情、子どもの状態の悪化、  
養育困難、里親による不適切な養育があった場合など   

委 託 解 除  様々な理由により里親家庭で養育ができなくなった場合や、子どもが  
家庭に引き取られたり、就職等で自立する場合、養子縁組が成立した  
場合、児童相談所が里親や子ども、子どもの保護者の意見を聴取した  
上で委託解除についての判断を行います。   

措 置 変 更  委託解除後も引き続き、社会的養護における養育を継続して行う必要  
がある場合には、児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、情緒障害児  
短期治療施設、児童自立支援施設、障害児施設等）や他の里親に  
再度入所又は委託することを措置変更といいます。  

里親委託に伴う諸手続・制度利用等（1）  

揚 児童相談所からの書類  

里親委託（措置）決定通知書  児童相談所が児童福祉法第27条第1項第3号にもとづく措置を  
決定したことについての書類  

※受託について公的に証明する文書にもなります。   

母子健康手帳   出生前後の状況や、発達や乳幼児健康診査の状況、予防接種  
等の記録   

保険証・受診券   ・保護者の保険証がある場合は、遠隔地被扶養者証と受診券  

（自己負担分公費負担）  

・保護者の保険証がない場合は、受診券のみ（全額公費負担）   

転出証明書   前住所地の役所が発行する証明書 ※転入手続要   

教科書給与証明書・在学  義務教育年齢の児童の場合、在籍していた学校で転出時に発   
証明書   行するもの ※学校の転入手続の際必要   

自立支援計画   里親委託の目的や委託期間、養育上の留意点等   

児童記録の抜粋、要約   子どもの養育に必要な情報（生育歴、子どもの状態、保護者の  
状況等）についての児童記録の抜粋や要約   

その他   子どもにより、外国人登録証明書、障害者手帳（身休障害者手  
帳、療育手帳、精神保健福祉手帳）   
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里親委託に伴う諸手続■制度利用等（2）  

↓ 必要な手続き  

住民票の転入   ・前住所地の役所が発行した「転出証明書」が必要  

・子どもの住民票続柄欄の記載については、「縁故者」とします。  

（14日以内）   

学校等の転入   ・住民票の転入手続きをすると、役所から「学校指定通知書」が  
発行されます。  

・在籍していた学校が転出時に発行した教科書給与証明書と  
在学証明書を、指定された学校に提出  

※幼稚園や高等学校、専門学校の手続きについても、所定の  
手続きが必要   

外国人登録住所変更届   ・子どもが外国人登録を行った役所に住所変更の届出を行い  
ます。（14日以内）※児童相談所や保護者が手続き   

障害者手帳住所変更届   ・里親の居住地の役所の障害福祉担当窓口に住所変更の届出  
を行います。   

扶養控除申請   ・里親に委託されている子どもは、所得税法上の扶養親族と  

され、扶養控除の対象になるため、住所地を管轄する税務署  
で申告手続きを行います。   

皇親委託に伴う諸手続・制度利用等（3）   

↓ 利用できる制度  

レ ス バ イト ケ ア  ・委託児童を養育している里親家庭が一時的な休息のための援助  
を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設等又は他の里親が  
委託している子どもの養育を行います（年7日以内）。  

・児童相談所（都道府県）または里親支援機関に申し込みを行います。  

パスポートの申請  里親の署名で委託されている子どものパスポート申請が可能  

【通常の必要書類以下の書類を提出】  

①里親登録証（原本を提示し、写しを提出）  

②里親委託（措置）決定通知書（原本を提示し、写しを提出）  

③事情説明書（海外渡航の目的）  

保 育 所 の 利 用  里親の就労等により、里親に委託されている子どもが保育に欠ける  
こととなった場合に、子どもの最善の利益の観点から、子どもがその  
里親に委託を継続することが適切と認められる場合には、保育所の  
利用が可能です。※児童相談所とよく相談してください。  
（費用徴収（保育所の保育料）は免除）  

障害児通園施設の利用  子どもの障害により、知的障害児施設、難聴幼児通園施設、肢体不  
自由児施設において専門的な療育・訓練を受けることが必要な場合  
は、適所指導の訓練を受けることが可能です。  
※児童相談所とよく相談してください。  
（費用徴収は免除）  
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③子どもの心  

研修のポイント   

益子どもの心理発達（情緒面・愛着関係）  

魂委託児童によくみられる行動特徴と対応上の留意点  

（ためし行動、退行、分離不安等）  

揚特別な配慮を要する子どもへのケア（知的障害、   

発達障害、被虐待児童）  

講師の例：児童相談所職員、里親支援機関職員  

児童精神科医、臨床心理士  

子どもの心理発達  

■ 乳児期  

・特定の養育者との関係の中で、愛着関係や基本的信頼感を形成する  
重要な時期   
（エリクソンの発達理論、ボウルビィのアタッチメント（愛着）理論 など）  

■ 幼児期   
・自我の芽生え   

・反抗期   
・他の子どもへの興味  

■ 学童期   
・集団への適応   

・勤勉性の獲得  

■ 思春期～青年期   

・第二次性徴   
・異性への関心  

・情緒の混乱、危機   
t自立への準備  
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委託児童によくみられる行動と対応上の留意点  

■ 仮性適応   

・委託直後、急激な環境の変化による緊張や不安のため、表面的に環境に適応   
しようとすることにより、一見「お利口さん」のような印象を受けますが、無理をして   
いるため続かず、様々な行動化を示します。  

■ 試し行動   
・里親が本当に自分をどこまで受け入れてくれるのかを試す行動、いわゆる「試し   
行動」が出現します。これは、本来、子どもが親との間で築く基本的信頼関係を、   
新しい養育者との間で愛情を取り戻し、新たに基本的信頼関係を築くために必要な   
行動になります。   
・里親はできるだけ子どもの行動を受け入れるとともに、子どもとの関係ができてくる   
のを見ながら、少しずつ適切な行動について伝えるようにしましょう。   
・この時期は、里親にとって試練の時期になります。子どもの育ってきた環境に   
よっては、かなりひどい行動化になることがあります。抱え込まずに、児童相談所や   
里親支援機関、先輩の里親さんに相談しながら対応しましょう。  

（試し行動の例）   

○過食 ○里親から離れない（分離不安）○里親を困らせる行動   

○怒りの爆発 ○赤ちゃん返リ   

特別な配慮を要する子どもへのケア（1）  

■ 知的障害について   

・知的障害とは、知的な能力の遅れで、児童相談所における心理検査（知能検査等）   
により、「知的障害」と診断されたものです。   
・委託当初より、知的障害が判明している場合や、子どもが成長する中で「知的障害」   
があるのではないかという疑いがあり、心理検査を実施したところ、「知的障害」が   

判明する場合があります。   
・子どもによって、知的障害の程度や能力の傾向は様々です。子どもの成長に応じ、   
定期的に児童相談所で心理検査を受け、能力の伸びや得意なところと苦手なところ   
などについて理解し、日常的な生活場面での留意点、学習面での留意点を把握して   
おくことが重要です。   
・子どもの能力や状態等に応じて特別支援学級や、特別支援学校の利用についても、   
児童相談所や学校とよく相談しましょう。   

■ 療育手帳について   
・子どもの障害の程度に応じた福祉サービスを受けるための手帳です。   

お住まいの市町村の福祉事務所で申請し、児童相談所で検査を受けます。   
既に実親が手帳取得の手続きをしている場合もありますが、里親委託後に知的障害   
が判明し、新たに取得が必要な場合については、実親から申請手続きをするのか、   
里親が申請続きをするのかについては、児童相談所に相談の上決めましょう。  
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特別な配慮を要する子どもへのケア（2）①  

■ 発達障害について  

○発達障害の定義 ～ 発達障害者支援法第2条   

この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性   
発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であっ   
てその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。   

■ 発達障害児への対応について   
・発達障害による特有の発達状況や行動の特徴に加え、個々の子どもによって、発達の状態は   
様々です。子どもの成長に応じ、定期的に児童相談所で心理検査を受け、能力の伸びや得意な   
ところと苦手なところなどについて理解し、日常的な生活場面での留意点、学習面での留意点を   
把握しておくことが重要です。   
ヰどもの能力や状態等に応じて特別支援学級や、特別支援学校の利用についても、児童相談  
所や学校とよく相談しましよう。   
・発達障害そのものによる一次的な障害のために、周囲への適応がうまくできないことから、情   
緒的な問題や行動上の問題に至ること（二次障害）があります。このような場合は、児童相談所  
に早めに相談しましよう。   

（例）   

・学習障害のため、学力不振になり、不登校になってしまう   
・広汎性発達障害の特徴である対人関係がうまくいかないことから、被害的に受け止めること  
により、精神的に不安定になる  

特別な配慮を要する子どもへのケア（2）②  

■掌諾艶子孟夏謡主■諾麗是誠諾賀だ遅れはないが、臥話す、読む、  く 
書、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す  様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの   
機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの   
障害や、環境的な要因が直接の原因になるものではない。   

出典題躍誓鶴課昌男囁綜詣甥暇甜き晃賢覧折導方法に関する  

B 注意欠陥多動性障害とは？（ADHD：attentiondeficitNlyPeraCtivitydisorder）  
ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意九及び／又は衝動性、多動性を特徴と   

する行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので   
ある。  
また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による横能不全があ   

雫酢藷豊海教育の在り方に関する調査研究法協力者会議（2003）「今後の特別支援教育  
の在り方について（最終報告）」  

■ 高機能自閉症とは？   
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高機能自閉症とは  
言葉の発達の遅れ、  一＿」L 一．－■＿＿」L◆▲ † －l．■」▲＋■■L t＿▲－■7 － 疇衰のものとこだわることを特徴とする行動の障害であ  
る自閉症面うち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。  

毒を韻要髄旨思談笑開音宝島彗詰責鍋装踪隷か今後の特別支援教育   の在り方について（最終報告）」  
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特別な配慮を要する子どもへのケア（3）  

■ 虐待を受けた子どもへのケア  

○子どもの背景についての理解   
子どもの家族関係や虐待経験など、子どもの背景についてよく理解することが、子どもの   
状態や行動の理解につながります。  

○安心感を与える   
まず、里親家庭が安全で守られているという安心感を与えることが重要です。   

○基本的信頼関係の構築   
特定の養育者との間で愛着関係を形成し、基本的信頼関係を構築することが子どもの   
健全な育成を図る上で非常に重要です。   

○自己評価を高める   
虐待行為や否定される体験により、自己評価が低くなっているため、ほめる、大切な存在   
であることを伝えるなどにより、自己評価を高めることが重要です。   

○里親自身の心の状態を安定させる   
虐待を受けたことによる影響から、様々な問量喜行動や里親の負担になる言動がみられる   
ため、心の状態を安定させることが重要です。   

○児童相談所や里親支援機開等への相談や専門的なケアの検討   
子どもへの対応について、児童相談所や里親支援機関への相談を行い、助言を求めたり、   
その中で必要に応じ心理ケアなどの専門的なケアも考慮することが必要です。  
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子どもの健康管理  

暮 受託前に子どもの健康状態について、児童相談所より、出生時の状況   
や基礎疾患の有無、既往症、予防接種の状況等についてよく確認して   
おきましょう。  

■ 自宅から近いところに、気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つように   

しましょう。  

■ 子どもは急に症状が変化しやすく、病状の予測がつきにくいことも多いた   
め、日頃からかかりつけ医との関係を十分作ってお〈と同時に、夜間■休   
日に受診が可能な医療機関を確認しておくことも重要です。  

■ 年齢に応じた栄養、水分の補給、保温（衣類の調節、室温の管理、寝具   
の調整）、運動等について配慮しましょう。  

■ 病気になる前の予防を心がけましょう（規則正しい生活リズム、栄養の   
バランスのとれた食事、手洗い・うがいの励行、歯磨き、予防接種など）  

■ 手術など治療方針によっては実親の承諾が必要な場合もありますので、   
児童相談所と十分連携することが必要です。  

子どもの栄養管理～食育（1）  

■ 食を通じた子どもの健全育成（いわゆる「食育」）のねらい及び目標  

（1）「食育」のねらい  

現在をいきいきと生き、かつ生涯にわたって健康で質の高い生活を送   
る基本としての食を営む力を育てるとともに、それを支援する環境づくり   
を進めること。  

（2）食を通じた子  も
が
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■ 食を通じた子どもの健全育成からみた発育・発達過程に関わる特徴  

（1）心と身休の健康  

（2）人との関わり  

（3）食のスキル  

（4）食の文化と環境  

※「食を通じた子どもの健全育成（－いわゆる「食育」の視点から一）のあり方に関する検討会」報告書より抜粋  
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子どもの栄養管理～食育（2）  

■ 発育・発達過程に応じて育てたい“食べる力“  
（1）授乳期・離乳期一安心と安らぎの中で食べる意欲の基礎づくり一  

○安心と安らぎの中で母乳（ミルク）を飲む心地よさを味わう  
○いろいろな食べ物を見て、触って、味わって、自分で進んで食べようとする  

（2）幼児期一食べる意欲を大切に、食の体験を広げよう－  
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（3）学童期一食の体験を深め、食の世界を広げよう－   
‥ 
Ⅷ‥ 

…
、
■
 ■

 
 

の
 

事
族
然
分
 
 

食
家
自
白
 
 

0
0
0
0
 
 

一緒に食事づくりや準備を楽しむ  
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（4）思春期一自分らしい食生活を実現し、健やかな食文化の担い手になろうー  
○食べたい食事のイメージを描き、それを実現できる  
○一緒に食べる人を気遣い、楽しく食べることができる  
○食料の生産・流通から食卓までのプロセスがわかる  
○自分の身体の成長や体調の変化を知り、自分の身休を大切にできる  
○食に関わる活動を計画したり、積極的に参加したりすることができる  

※「食を通じた子どもの健全育成（－いわゆる「食害」の視点から－）のあり方に関する検討会」報告書より抜粋  

乳幼児健康診査  

■ 乳幼児健康診査は、市町村が乳幼児に対し行う健康診査であり、発達や健康   
状態を把握するために非常に重要であり、必ず受診しましょう。  

※市町村により実施時期や内容については異なる場合あり  

主な目的   内  容   

3～4か月健診  発育の確認、首のすわりなどの発  問診、身体計測、医師診察、栄養相  
達の確認、育児支援   談、育児全般についての相談 など   

乳児後期健診  発育の確認、お座りなどの発達を  問診、身体計測、医師診察、歯の手   
（9か月～1歳）  確認、育児支援   入れ等について、離乳食等栄養に  

ついて、育児全般についての相談  
など   

1歳 半 健 診  発育の確認、ひとり歩きなどの運  問診、身体計測、医師診察、歯科  
動面やことばの発達などについて  （診察・指導ワッ素塗布）、栄養相談、  

確認、育児支援   育児全般についての相談、ことばの  
相談など   

3 歳 児 健 診  発育の確認、運動面やことばの発  問診、身休計測、尿検査、医師診察、  
連などについての確認、育児支援  歯科（診察・指導・フッ素塗布）、栄養  

相談、育児全般についての相談、こ  
とばの相談など   
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予防接種   

■ 予防接種を受けることについての実親の承諾について、児童相談所   
によく確認しましょう。  

■ 感染症予防のために、予防接種は効果が高いため、できるだけ予防   
接種を受けるようにしましょう。  

■ 接種方法や接種日程については、市町村の保健センター等に確認し   
ましょう。  

■ 持病があったり、体調や体質で気になることがあれば、接種前にかか   
りつけ医又は接種医に相談しましょう。  

■ 体調の良い時期に受けましょう。  

■ 接種の際には、母子健康手帳を持参しましょう。再発行が必要な場   
合には、最寄りの市町村に相談しましょう。  
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⑤関係機関との連携  

研修のポイント   

↓児童相談所の役割と連携  

彿里親支援機関の役割と連携  

斗学校、幼稚園等との関係  

↓保健・医療機関との連携  

轟児童福祉施設との連携  

講師の例：児童相談所職員、里親支援機閑職員  

児童相談所の役割と連携（1）  

■ 児童相談所とは   

・児童福祉法第12条の規定に基づき都道府県及び指定都市に設置が  

義務づけられている児童福祉の専門機関   
※中核市は任意設置  

■ 児童相談所における相談内容   

・養護相談  ～ 保護者の家出、離婚、入院等家庭での養育が困難  

あるいは虐待、親権を喪失した等の子どもに関する相談   
・保健相談  ～ 子どもの疾患に関する相談   

・障害相談  ～ 子どもの障害に関する相談（肢体不自由、視聴覚障害、  

言語発達障害等、重症心身障害、知的障害、自閉症）   
・非行相談   ～ 家出、暴力、窃盗、傷害など非行に関する相談   
・育成相談  ～ 性格行動、不登校、適性、育児・しつけに関する相談   
・その他の相談 ～ 上のいずれにも該当しない相談  

里親希望に関する相談も含まれる  

■ 児童相談所のスタッフ   

児童福祉司、児童・b理司、医師、保健師、児童指導員、保育士 など  
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児童相談所の役割と連携（2）  
■ 児童相談所の役割と機能（流れ）  

相談受付  

判定（総合診断  

援助・指導  

主な援助・指導  
↓助言指事  
⊥カウンセリング、心理療法、ソーシャルワーク  
▲施設入所・里親委託  
木陰導措置（児童福祉司指導）  
⊥指導幸吉モ（児童家庭支援センター指導委託、児i季長指導委託）  
▲他線関への送致、あっせん など  

児童相談所の役割と連携（3）  

■ 児童相談所における里親支援例   

・対象となる子どもの特定→マッチングー→交流時の支援→委託決定  

・自立支援計画の策定  

・養育に関する相談  

【相談後、必要に応じて】  

，子どもの診断（心理診断、医学診断）  

・子どもの指導・治療（心理治療）  

・緊急な場合の一時保護、措置変更  

・実親への指導・連絡調整   

■ 児童相談所との連携   
・日常的に里親や子どもの状態についての情報共有が不可欠   
・実親への対応方法については、十分相談しておく   
・緊急時の対応連絡手段や、レスバイトなどについて普段から相談しておく  
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里親支援機関の役割と連携  

■ 里親支援機関の役割   
里親支援棟関は、都道府県や児童相談所設置市からの委託を受け、里親制度   
についての広報啓発や育成、里親への支援を行う機関です。  

（具体的な活動内容）   

・里親の開拓（里親制度の広報啓発、キャンペーン、講演会など）   

・里親への研修（認定前研修、更新研修）   
・マッチング   

・里親家庭への訪問指導、養育相談   
・里親同士の交流促進（里親サロンなど）   

・レス／くイト・ケアの調整   

■ 里親支援機関への相談、利用   
児童相談所に利用可能な里親支援機関やその所在地や連絡先等を確認し、   
相談や上記のような様々なサービスを利用することができます。  

学校・幼稚園等との連携  

■ 子どもについての情報の共有と日常的な連携の重要性   
～子どもが学校や幼稚園等でうまく適応するために、適切に配慮をしてもらう必要  
があり、必要に応じ情報を共有し、日常的にも連絡を取り合うなどの連携が必要  
です。また、状況に応じ児童相談所もー緒に協議することも必要です。  

【協議をしておくべき内容】   
・里親制度についての理解を求めるための説明   
・子どもの状態について（生い立ち、健康状態、発達、問題行動、配慮を要する  

事項等）   

・実親との関係について（面会通信の制限を行っている場合、保護者に子ども  
の居所を秘匿している場合、保護者との交流がある場合の留意点など）   

・学校での呼び名（実名にするのか、里親の氏にするのか）   
・里親の呼び方（お父さんお母さん、おじさんおばさん など）   
・学習面での必要な配慮   
・友人関係での必要な配慮   
・行事への参加について（里親の参加、実親の参加など）   

■ 緊急時の対応   
～学校で子どもが問題行動を起こす、不慮の事故にあう、面会通信の制限をして  
いる保護者が突然訪ねてくるなど緊急時に連絡を取り合う状況を想定し、緊急時  
の連絡方法や対応方法について日頃から確認しておくことが必要です。  

一203   



保健一医療機関との連携  

■ 保健機関との連携（保健センター・保健所）   
一子どもの健康や発達についての地域における相談窓口で、保健師等  
の保健指導や必要に応じ医療機関への紹介を行う機関   

・乳幼児健診や予防接種についての相談   

■ 医療機関との連携   
・自宅から近いところに、気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つようにしましょう   
・子どもは急に症状が変化しやすく、病状の予測がつきにくいことも多いため、  
日頃からかかりつけ医との関係を十分作っておくと同時に、夜間■休日に受診  
が可能な医療機関を確認しておくことも重要です。   

・子どもに持病があったり、服薬や通院等継続的な医療ケアが必要な場合には、  
委託の際に児童相談所や、子どもの入所している施設から子どもの状態を  
確認した上で、必要に応じ、以前から治療を受けている医療機関からの里親の  
住所地に近い医療機関に紹介をしてもらうなど（紹介状の発行）も検討します。   

・主治医とは、子どもの日常的な状況についての情報交換を十分とるように努め、  
急な病状の変化があった場合の対応についてもあらかじめ話し合っておくこと  
が必要です。  

児童福祉施設との連携  

■ 児童福祉施設と里親の連携  

・受託前に子どもが児童福祉施設に入所していた場合は、マッチングや   
交流の時期から児童福祉施設と十分に連携することが必要です。  

・子どもの発達状態、発育、体質、食べ物の晴好や衣類や遊具の好み、   
ぐずったときにあやすこつなど、子どもを養育する上での情報について   
十分聞いておくことが必要です。   
・保護者の面会や外泊等の交流がある場合には、保護者対応の留意点   
も聞いておくことが重要です。   

・子どもを受託した後も、児童福祉施設は退所後の児童のアフターケア  
の役割も位置づけられており、養育上の相談も行うことができます。   
・レスバイトのために、子どもを一時的に児童福祉施設を利用すること   
も可能なため、児童相談所や里親支援機関と相談の上、子どもについて   
の情報を伝えるなど十分な連携が必要です。  
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実親との関わりにおける留意点  

■ 子どもの家庭背景は様々で、虐待の状況から実親に委託先を秘匿して   
いるものから、一定期間の養育の後には家庭復帰するものもあり、個々   

じた対応が求められます  

児童相談所の方針に従い  頒
応
会
合
 
 
 

の
の
の
酎
 
 

談所のみで行い、里親は行わない事例  
を行っている事例  

に向けて実親の面会や外泊を行い、親子関係づくりを  
支援する事例   

など、事例に応じ、里親としてどのように関わるべきなのかについて、   
確認しておくことが必要です。  

■ 子どもの成長にとって、実親との関係づくりは不可欠であり、里親は、   
実親と子ども両方に支援が可能なことから、重要な役割を担っています  

■ ただし、実親との間で、トラブルが生じることもあるため、その際は   
トラブルが大きくなる前に、児童相談所に早めに相談することが必要   
です。  
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真実告知  

■ 委託時の子どもの年齢が高い場合など、既に里親に委託されることを   
子どもが理解している場合は別ですが、ものごころがついていない   
時期に委託された場合は、適切な時期に、里親が育ての親であること   
を伝えること「真実告知」が必要です。  

■ 時期については、できるだけ小さいうちから、子どもの理解度に応じ   
段階的に行うことが必要です。その際、   
・里親と子どもの関係が安定していること   

■子ども自身の状態が安定していること   

が条件になります。  

■ 伝え方については、実親がやむをえない事情があって育てることがで   
きなくなったが、里親が子どもを育てることを心から望んで子どもが   
里親家庭に来ることになったこと、里親にとって子どもが大切な存在   
であることを伝えることが重要です。  

■ 家庭の事情や、実親の状況についての伝え方については、今後の   
方針や実親との関係に関わることのため、児童相談所とよく相談して   
おくことが必要です。  

ルーツ探し   

■ 里親委託されている子どもは、一般家庭で盲 ｛用 
矧
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自分の生い立ちや家族につい  
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にして自分が生まれ、どこで育ってき  
のかなどの自分のルーツを知りたいとし  持ちを強く持つことが  
個人差はありますが、しばしば見られます。  
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 めに大切なプロセスのため、子どもの京待ちを十分  受
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 のように対応すべきかを考えることが重要です。   

■子ども自身の生い立ちや家族の状況が、聞くに耐えない悲惨な状況   
であることも実際にはあることから、誰からどのように伝えるのがいい   
かについては、児童相談所とよく相談しましょう。  

■ 子どもによっては、全く音信不通となっている親に会いに行くことを   
希望するようなこともあります。会うことによって子どもが傷ついて   
しまうようなことも考えられるため、子どもの状態や年齢等も考慮し、    Il：コ土．▲．．■■l三11′＝r l   一丁 t O⊥l＿＿l   ＿．．＿lO■■＿■＿⊥d⊥ 一ナ ▲ ′ ～．  
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対応の方法について決定しま  
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